
令和２年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金交付要項 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は，私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）第３条に規定する学校法人（茨城県

内に中等教育学校後期課程，高等学校全日制課程及び専修学校高等課程（以下「私立高等学

校等」という。）を設置する学校法人をいう。以下「学校法人」という。）が行う生徒の授業

料軽減の事業の助成をするため，私立学校振興助成法（昭和 50 年法律第 61 号）第 10 条の

規定により，学校法人に対し，授業料軽減の事業に要する経費について，予算の範囲内にお

いて補助金を交付するものとし，その補助金の交付については，茨城県補助金等交付規則

（昭和 36 年茨城県規則第 67 号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，この要項の

定めるところによる。 

 

 （補助対象事業等） 

第２条 補助対象事業，補助対象者及び補助額は，次の表のとおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする学校法人は，令和２年度私立高等学校等授業料軽減事

業費補助金交付申請書（様式第１号）を別に定める期日までに知事に提出しなければならな

い。 

 

 （補助金の交付決定の通知） 

補助対象事業 補助対象者 補 助 額 

学校法人が，私立高等学校等に在籍

する生徒に対して令和２年度に行う授

業料軽減の事業で次の全てに該当する

事業。 

１ 別表に定める事由に該当する生徒

を対象としていること。 

２ 休学中の者及び私立高等学校等に

おいて別表に定める事由以外で授業

料の納付を免除している者（授業料

額相当の奨学金を受けている者を含

む。）を対象としていないこと。 

３ 他の都道府県等から，授業料に係

る補助金を受けている者を対象とし

ていないこと。 

左の事業を 

行う学校法人 

令和２年度において本来納付すべ

き授業料の額から，就学支援金※の

額を控除した額に対し，学校法人が

授業料軽減を行った経費で，別表１

又は別表２に定める額を補助限度額

とする。 

 
※ 高等学校等就学支援金の支給に関する

法律（平成 22 年法律第 18 号）により支

給された高等学校等就学支援金をいう。 



第４条 補助金の交付決定の通知は，令和２年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金交付

決定通知書（様式第２号）により行うものとする。 

 

 （申請の取下げ期間） 

第５条 規則第８条第１項の知事の定める期日は，前条の補助金交付決定通知書の送付を受け

た日から 10 日以内とする。 

 

 （補助事業の内容変更等） 

第６条 第４条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）は，当該補助金の交付の対象となった事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更

しようとするときは，あらかじめ令和２年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金変更交

付申請書（様式第３号）を知事に提出し，その承認を受けなければならない。 

２ 前項に規定する補助事業の内容の変更に伴う決定の通知は，第４条の規定に準じ，令和２

年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金変更交付決定通知書（様式第４号）により行うも

のとする。 

 

 （補助事業の中止等） 

第７条 補助事業者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，あらかじめその理

由を記載した書面により知事の承認を受けなければならない。 

 

 （状況報告） 

第８条 知事は，必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について令和２年度私立高

等学校等授業料軽減事業遂行状況報告書（様式第５号）により報告を求めることができる。 

 

 （概算払） 

第９条 知事は，補助事業の円滑な遂行上必要と認めるときは，補助金の全部又は一部を概算

払することができる。 

 

 （実績報告） 

第 10 条 補助事業者は，補助事業が完了したとき（補助事業を中止し，又は廃止したときを

含む。）は，令和３年３月 31 日までに令和２年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金に



係る実績報告書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。 

２ 前条の規定により概算払を受けた補助事業者は，前項の実績報告書を提出する際に，概算

払精算書（茨城県財務規則の規定による帳票の様式（茨城県告示第 404 号）様式第 102 号）

を併せて提出しなければならない。 

 

 （補助金の額の確定の通知） 

第 11 条 補助金の額の確定の通知は，令和２年度私立高等学校等授業料軽減事業費補助金確

定通知書（様式第７号）により行うものとする。 

 

 （帳簿等の保存） 

第 12 条 補助事業者は，補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し，補助事業完了の翌 

年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

付 則 

 この要項は，令和２年４月１日から適用する。 



別表１（要項第２条関係）高等学校専攻科に係る生徒に対する授業料軽減補助 

区分 該当事由 補助限度額 収入等の状況 

収入区分Ⅰ 

次の各号のすべてに該当する者。 

(1)日本国内に住所を有する者 

(2)高等学校等専攻科を修了してい

ない者 

(3)高等学校等専攻科に在学した期

間が通算して２４月を超えない者 

 

ただし，次の各号のいずれかに該当

するときは，その時点から補助の対

象としない。 

(1)退学・停学の処分を受けた者 処

分を受けた翌月 

(2)一の年度における修得単位数が

学校の定める当該年度の標準修得

単位数の５割以下の者 翌年度の

４月 

(3)一の年度における出席率が５割

以下の者 翌年度の４月 

35,600円/月 

（学校減免額の上限は同額） 

道府県民税所得割額と市町村民税所

得割額が非課税 

収入区分Ⅱ 
17,800円/月 

（学校減免額の上限は同額） 

道府県民税所得割額と市町村民税所

得割額の合算額が85,500円未満 

収入区分Ⅲ 

13,500円/月 

（学校法人が授業料の軽減を行った

１人当たりの月額に0.9を乗じて得

た額（１円未満切捨て）。学校減免額

の上限は15,000円/月とする。） 

道府県民税所得割額と市町村民税所

得割額の合算額が 85,500 円以上

257,500円未満 

 
 
別表２（要項第２条関係）家計急変事由に該当する者に係る授業料軽減補助 

区分 該当事由 補助限度額 収入等の状況 

家計急変 

世帯 

生徒の私立学校入学

後等に，以下の事由に

より保護者等の収入

が激減し，就学継続が

困難となったとき。 
 
ア 勤務する会社等か

らの解雇 
イ 勤務する又は経営

する会社等の経営

状況の悪化 
ウ 自ら経営する会社

等の破産・倒産 
エ 保護者の死亡，長

期療養 
オ その他 

次の各号のとおりとする。 

なお，家計急変事由発生の翌月

から補助するものとし，事由の

生じた日が月の初日の場合は

当月から補助するものとする。 

 

(1) 高等学校専攻科に在籍す

る者 

13,500円/月 

（学校法人が授業料の軽減

を行った１人当たりの月

額に0.9 を乗じて得た額

（１円未満切捨て）。学校

軽減額の上限は 15,000

円/月とする。） 

 

(2) (1)以外に在籍する者 

20,790円/月 

（学校法人が授業料の軽減

を行った１人当たりの月

額に0.9を乗じて得た額

（１円未満切捨て）。就学

支援金と学校軽減額の合

計の上限は23,100円/月

とする。） 

(1) 家計急変保護者の収入等の基準 

左記事由により，今年度の保護者等の収入が，就学支援金

の加算対象者と同等程度（道府県民税所得割額と市町村民税

所得割額の合算額が257,500円未満）に激減することが見込

まれる者。 

ただし，収入等の状況が，家計急変前から就学支援金の加

算対象相当である場合を除く。 

 

(2) 収入状況等の確認方法 

① 生活保護を受給している場合 

生活保護受給者証又は市長若しくは県の福祉事務所

長の証明書等で確認を行う。 

② ①以外の場合 

   今年度の保護者等の収入見込み額に基づき，道府県民

税所得割及び市町村民税所得割の額を試算し，判断す

る。 

 


